
 

 

 

 

 

 

 

 

第４期 宇部市債権管理計画 

（令和６年度～令和８年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年８月作成 

 



 

 

 

目 次 

１ はじめに ......................................................................................................................... 1 

２ 計画期間 ......................................................................................................................... 2 

３ 対象債権 ......................................................................................................................... 3 

４ 計画の目標 ...................................................................................................................... 3 

（１）目標設定の考え方 .................................................................................................... 3 

（２）過去３か年実績と目標値 ......................................................................................... 4 

５ 計画目標達成に向けた取組 ............................................................................................ 7 

（１）全債権共通の取組方針 ............................................................................................. 7 

（２）各債権の取組 ........................................................................................................... 8 

【参考】第３期計画の取組結果 .......................................................................................... 12 

ア 強制徴収公債権 ...................................................................................................... 12 

イ 非強制徴収公債権 ................................................................................................... 17 

ウ 私債権 .................................................................................................................... 19 

 

 



1 

 

１ はじめに 

本市では、適正な債権管理と効率的・効果的な債権回収を行うため、平成２６年８月に基本的な

考え方や全庁統一的な取扱いを定めた「宇部市債権管理及び回収に関する基本方針」を策定し、さ

らに平成２７年４月には「宇部市債権管理条例」を施行し、債権管理の一層の適正化を図っている

ところです。 

また、同条例第６条の規定に従い、平成２７年９月に第１期宇部市債権管理計画、平成３０年８

月に第２期宇部市債権管理計画、令和３年８月に第３期宇部市債権管理計画（以下、「第３期計画」

という。）を策定し、現年度分収納率と収入未済額の目標を設定し、適正な債権管理に向けて取組

を進めてきました。 

この取組の結果、現年度分収納率は、平成２７年度の９８．０５%と比較すると令和５年度は 

９８．６９％と０．６４％増加しています。 

また、収入未済額においては、平成２７年度の約４７億円と比較すると令和５年度は約２４億円

とおよそ２３億円の縮減となっています。 

個別債権ごとに見ると課題解決に至らなかったものや、県内における現年度分収納率が下位に

位置している債権も少なくない状況です。 

今後は、現年度の早期対応による新たな滞納を発生させない取組や効果的な滞納処分の実施など

をより一層進めながら、更なる債権管理の適正化を図るため、第４期宇部市債権管理計画（以下、

「第４期計画」という。）を策定し、引き続き現年度分収納率の向上と収入未済額の削減を全体目標

として計画的に取組を進めていきます。 

 

 

 表１ 現年度分収納率の推移 
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 表２ 収入未済額の推移 

    

 

 

表３ 主要債権の令和５年度現年度分収納率の県内順位 

債権名 

宇部市 
県内１３市トップの 

収納率 
収納率 県内１３市順位 

市税 99.17％ 13位 99.74％ 

国民健康保険料 93.24％ 13位 98.01％ 

後期高齢者医療保険料 99.75％ 12位 100.00％ 

介護保険料 99.56％ 10位 99.94％ 

保育料 99.19％ 9位 100.00％ 

 

 

２ 計画期間 

令和６年度～令和８年度（３か年計画） 
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３ 対象債権 

  令和５年度決算時において、概ね収入未済額が１００万円以上の債権 

（１）強制徴収公債権 

  ・市税（収納課） 

  ・国民健康保険料（保険年金課） 

  ・後期高齢者医療保険料（保険年金課） 

  ・介護保険料（介護保険課） 

  ・保育料（保育幼稚園課） 

  ・下水道使用料（下水道経営課） 

  ・下水道事業受益者負担金（下水道整備課） 

  ・代執行費用納付金収入（住宅政策課） 

 

（２）非強制徴収公債権 

  ・扶助費返還金・戻入金収入（生活支援課） 

   ＊生活保護法第７８条による扶助費返還金については、平成２６年７月１日以降に発生した 

ものは強制徴収公債権となる。 

  ・児童扶養手当扶助費返還金収入（こども政策課） 

  ・一般被保険者返納金（保険年金課） 

 

（３）私債権 

  ・住宅使用料（住宅政策課） 

  ・学校給食費（学校給食課） 

  ・水道料金（水道局営業課） 

  ・災害援護資金貸付金元利償還金収入（地域福祉課） 

  ・住宅資金貸付金元利償還金収入（人権・男女共同参画推進課） 

  ・同和福祉援護資金貸付金元利償還金収入（人権・男女共同参画推進課） 

  ・事業所設置奨励金返還金収入（企業立地推進課） 

  ・中央卸売市場使用料（卸売市場） 

 

４ 計画の目標 

（１）目標設定の考え方 

  〇現年度分の収納率については、債権ごとに目標を設定し、目標の実現に向けて取り組む。 

※主要な債権（市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料）につい 

 ては、令和８年度には県内１３市で上位となるよう現年度分の収納率を設定。≪表４参照≫ 

〇収入未済額については、一律的な縮減基準は設けず、令和５年度末の各債権の現状を踏まえて、

令和８年度には全体で２０％以上縮減となるよう設定。≪表５参照≫ 
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（２）過去３か年実績と目標値 

表４ 現年度分の実績収納率と目標収納率                 （単位：％） 
 

 

 

区

分 
所管課 債権名 

実績 目標 

Ｒ3年度 Ｒ4年度 
Ｒ5年度 

決算見込 
Ｒ6年度 Ｒ7年度 Ｒ8年度 

強

制

徴

収

公

債

権 

収納課 市税 99.32 99.26 99.17 99.35 99.40 99.50 

保険年金課 

国民健康保

険料 
93.01 93.32 93.24 94.00 95.50 96.70 

後期高齢者

医療保険料 
99.66 99.67 99.75 99.80 99.85 99.90 

介護保険課 介護保険料 99.47 99.38 99.56 99.60 99.70 99.80 

保育幼稚園課 保育料 99.30 99.45 99.19 99.60 99.76 99.92 

下水道経営課 
下水道使用

料 
99.26 99.26 99.30 99.31 99.32 99.33 

下水道整備課 

下水道事業

受益者負担

金 

99.15 99.01 97.71 99.16 99.17 99.18 

住宅政策課 
代執行費用

納付金収入 
- - - - - - 

非

強

制

徴

収

公

債

権 

生活支援課 

扶助費返還

金・戻入金

収入 

63.88 65.29 72.64 73.00 74.00 75.00 

こども政策課 

児童扶養手

当扶助費返

還金収入 

26.36 28.05 1.07 69.00 70.00 71.00 

保険年金課 
一般被保険

者返納金 
83.53 89.58 90.90 91.00 91.05 92.00 

私 

債 

権 

住宅政策課 住宅使用料 98.88 98.37 97.56 98.07 98.58 99.10 

学校給食課 学校給食費 99.92 99.35 99.38 99.45 99.70 99.92 

水道局営業課 水道料金 99.43 99.39 99.48 99.49 99.50 99.51 

地域福祉課 

災害援護資

金貸付金元

利償還金収

入 

100.00 52.67 0.73 - - - 
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表５ 収入未済額の実績と目標額                       （単位：千円） 
 

区

分 
所管課 債権名 

実績 目標 

Ｒ3年度 Ｒ4年度 
Ｒ5年度 

決算見込 
Ｒ6年度 Ｒ7年度 Ｒ8年度 

私

債

権 

人権・男女共

同参画推進課 

住宅資金貸

付金元利償

還金収入 

- - - - - - 

同和福祉援

護資金貸付

金元利償還

金収入 

- - - - - - 

企業立地推進

課 

事業所設置

奨励金返還

金収入 

- - - - - - 

卸売市場 
中央卸売市

場使用料 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

上記債権の全体 98.86 98.85 98.69 98.85 99.00 99.15 

区

分 
所管課 債権名 

実績 目標 

Ｒ3年度 Ｒ4年度 
Ｒ5年度 

決算見込 
Ｒ6年度 Ｒ7年度 Ｒ8年度 

強

制

徴

収

公

債

権 

収納課 市税 579,587 608,737 611,282 574,000 537,000 499,000 

保険年金課 

国民健康保

険料 
997,007 963,252 932,795 880,000 828,000 780,000 

後期高齢者

医療保険料 
16,040 16,313 16,102 15,000 14,000 13,000 

介護保険課 介護保険料 41,961 45,291 37,874 35,000 32,000 29,000 

保育幼稚園課 保育料 18,931 13,008 8,659 5,000 3,800 2,700 

下水道経営課 
下水道使用

料 
26,568 25,496 24,901 24,300 23,900 23,400 

下水道整備課 

下水道事業

受益者負担

金 

1,524 1,214 1,128 1,000 950 900 

住宅政策課 
代執行費用

納付金収入 
6,595 6,595 6,595 4,946 3,313 1,623 
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区

分 
所管課 債権名 

実績 目標 

Ｒ3年度 Ｒ4年度 
Ｒ5年度 

決算見込 
Ｒ6年度 Ｒ7年度 Ｒ8年度 

非

強

制

徴

収

公

債

権 

生活支援課 

扶助費返還

金・戻入金

収入 

204,005 185,461 156,789 147,000 135,000 123,000 

こども政策課 

児童扶養手

当扶助費返

還金収入 

4,157 4,212 4,669 4,000 3,500 3,000 

保険年金課 
一般被保険

者返納金 
4,405 3,794 3,325 2,800 2,000 1,500 

私

債

権 

住宅政策課 住宅使用料 45,704 48,496 46,943 43,800 40,650 37,500 

学校給食課 学校給食費 791 4,475 4,872 3,339 1,821 486 

水道局営業課 水道料金 31,900 29,887 24,595 24,000 23,000 22,000 

地域福祉課 

災害援護資

金貸付金元

利償還金収

入 

16,875 16,783 65,241 64,641 64,041 63,441 

人権・男女共

同参画推進課 

住宅資金貸

付金元利償

還金収入 

295,004 292,524 289,119 286,000 283,000 280,000 

同和福祉援

護資金貸付

金元利償還

金収入 

158,264 157,069 154,697 154,000 152,000 150,000 

企業立地推進

課 

事業所設置

奨励金返還

金収入 

147,308 147,308 147,308 147,308 0 0 

卸売市場 
中央卸売市

場使用料 
776 1,165 1,553 1,941 2,135 0 

上記債権の全体 2,597,402 2,571,080 2,538,447 2,418,075 2,150,110 2,030,550 
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５ 計画目標達成に向けた取組 

（１）全債権共通の取組方針 

   ①新たな未収債権の発生防止 

   【納期内納付の推進】 

・口座振替、コンビニ納付、電子納付（スマホ決済、クレジット納付）を促進し、納期内納

付の促進を図ります。 

・特に口座振替は、定期的、継続的な支払方法として有効的な手段であるため、自宅等から

スマホやパソコン等により２４時間いつでもどこでも口座手続きを可能とする「Web口座

振替受付サービス」を導入し、住民の利便性向上と納付環境の整備を図ります。 

【現年度分滞納整理の強化】 

・新たな滞納を発生させないため、現年度分の早期対応と年度内納付を徹底します。 

・市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料及び保育料の主要債権につい

ては、更なる債権管理の適正化を図るため、早期に現年度分の差押を実行します。 

【早期催告の実施】 

・滞納発生時は、法令に基づき遅滞なく督促状を発送し、督促後も滞納が続く場合は、早期

に催告を行います。 

     

②滞納繰越債権の縮減 

【早期の判断、解決】 

・滞納の早い段階で、各債権が持つ権限に基づき、滞納者の財産調査等の実施、生活状況の

把握に努め、滞納処分や訴訟手続・強制執行などの法的措置に進むか、執行停止や債権放

棄などの措置を行うかを判断し、早期解決を図ります。 

【回収見込みがない債権の整理】 

・将来的に資力の回復が見込めない場合など回収不能の債権については、執行停止、徴収停

止、債権放棄等を実施した上で、不納欠損処理を適正に行います。 

     

③全庁一体となった取組の推進 

 【情報共有、連携の強化】 

・全庁的な推進体制を強化するために設置した宇部市債権管理回収対策委員会において、債

権管理への取組の意思統一と情報共有、各債権の取組に対する総合的な調整を行います。 

・複数の債権にまたがる滞納事案や債権担当課が単独で対応することが困難な案件は、収

納課をはじめ各課と連携し、解決を図ります。 
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（２）各債権の取組 

 

区

分 
所管課 債権名 取組内容 

強
制
徴
収
公
債
権 

収納課 市税 

・ナッジ理論を活用した納付勧奨の実施【新規】 

・計画的な納付催告、納付相談の実施、滞納整理の進

行管理の徹底【強化】 

・財産調査を徹底し、早期に滞納整理に着手【強化】 

・適正な滞納処分の停止及び納付義務の消滅に係る厳

正な不納欠損の実施 

・県併任職員の指導による困難案件の解決 

・口座振替、コンビニ納付、電子納付（スマホ決済、

クレジット納付）の周知・利用促進 

保険年金課 

国民健康保険料 

・手続きの簡素化等による口座振替の推進【新規】 

・滞納者の生活状況の把握や財産調査を迅速に行い、

早期に滞納整理に着手【強化】 

・他保険加入者の発見に努め、早期に資格喪失届の提

出を勧奨 

・納付案内センターとの連携による効果的な納付勧

奨・催告の実施 

・コンビニ納付、スマホ決済、クレジット納付の周

知・利用促進 

後期高齢者医療

保険料 

・財産調査を強化し、滞納処分の執行及び停止につい

て状況に応じた対応の早期着手【強化】 

・口座振替の推進や文書勧奨による納期内納付の促進 

・計画的な納付催告・納付相談の実施、滞納整理の進

行管理の徹底 

介護保険課 介護保険料 

・初期滞納者に対する勧奨通知の送付と臨戸訪問 

 【新規】 

・督促等を確認せず滞納していることに気付いていな

い者に対し、ナッジ理論を活用した納付勧奨の実施 

 【新規】 

・長期未納者に対し、給付制限の周知に努め納付を促

すなど納付指導を強化【強化】 

・普通徴収対象者に対し、口座振替を推進すると共に

コンビニ納付やスマホ決済の納付方法の拡充による

納期内納付の促進【強化】 

・督促、催告等の文書を中心とした納付指導 

・初期滞納者に対する納付案内センターを活用した電

話催告 
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区

分 
所管課 債権名 取組内容 

強

制

徴

収

公

債

権 

保育幼稚園課 保育料 

・連帯債務通知を早期送付【強化】 

・財産調査を強化し、滞納処分の執行及び停止について 

 状況に応じた対応の早期着手【強化】 

・口座振替の推進 

・計画的な納付催告、納付相談の実施、滞納整理の進行

管理の徹底 

・現年度滞納者に対する児童手当からの特別徴収の実施 

・過年度滞納者に対する児童手当からの特別徴収の申出

による徴収の実施 

下水道経営課 下水道使用料 

・休日夜間の停水開栓を廃止することで早期納付を促

す。【新規】 

・計画的な納付相談の実施、滞納整理の進行管理の徹底 

 【強化】 

・時差出勤制度を活用した納付指導を実施【強化】 

・転居先不明の使用者については、住民票等により定期

的に調査を行い、転居先が判明した使用者に対して

は、納付を促す。 

下水道整備課 
下水道事業受益

者負担金 

・分納管理を徹底し、納付が遅れている納付者には連絡

し、納付を促していく。【強化】 

・過年度分については年２回の一斉文書催告を送付、電

話及び訪問による納付指導を実施する。【強化】 

・納付の見込みがない債権は、収納課等の強制徴収公債

権の担当課から情報収集し、滞納整理を実施する。 

・現年分については、督促納期後に電話による納付指導

を実施する。 

・送付先に変更がないかを調査、転居していれば現住所

を特定して再送付する。 

・パンフレットを配布し賦課の説明を徹底、報奨金の活

用を促し、早期納付に繋げていく。 

住宅政策課 
代執行費用納付

金収入 

・債務者の特定及び居所等の実態把握に努める。 

・確知された債務者に対しては、状況に応じて収納課と

連携し、法的手続き等を進めていく。 
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区

分 
所管課 債権名 取組内容 

非
強
制
徴
収
公
債
権 

生活支援課 
扶助費返還金・

戻入金収入 

・担当ケースワーカーからの納付指導（高額債権につい

ては係長が同行し納付指導）【強化】 

・督促状、催告書の発送 

・収入申告義務についての周知を実施 

・分納誓約や天引き手続きの実施 

・居住地の確認や法定相続人の調査等の実施 

こども政策課 
児童扶養手当扶 

助費返還金収入 

・受給要件の周知徹底【強化】 

・公的年金受給者の定期的な照会 

・計画的な納付催告や収納状況の確認 

・債権放棄による債権の圧縮 

保険年金課 
一般被保険者 

返納金 

・計画的な納付催告【強化】 

・他保険加入者の発見に努め、早期に資格喪失届の提出

を勧奨 

・債務者によっては現加入保険者との調整による債権回

収の徹底 

・過年分の滞納者の分割納付の履行の徹底 

私
債
権 

住宅政策課 住宅使用料 

・コンビニ納付やスマホ決済の導入を検討【新規】 

・退去滞納者の実態調査【強化】 

・文書や電話、臨戸訪問による納付催告 

・滞納者個々の生活状況に応じた納付相談・指導 

学校給食課 学校給食費 

・申出による児童手当からの徴収【強化】 

・収納課との連携による法的措置等の実施【強化】 

・計画的な納付催告（電話、臨戸訪問）、納付相談の 

 実施、滞納整理の進行管理の徹底 

水道局営業課 水道料金 

・休日夜間の停水開栓を廃止することで早期納付を促

す。【新規】 

・計画的な納付相談の実施、滞納整理の進行管理の徹底 

 【強化】 

・時差出勤制度を活用した納付指導を実施【強化】 

・転居先不明の使用者については、住民票等により定期

的に調査を行い、転居先が判明した使用者に対して

は、納付を促す。 
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区

分 
所管課 債権名 取組内容 

私

債

権 

地域福祉課 

災害援護資金貸

付金元利償還金

収入 

・法的措置を前提に、催告書発送の際に配達記録郵便

を活用していく。【新規】 

・死亡している未納者について、相続人の所在調査を

行い納付のお願いするとともに回収不能が明らかと

なった債権の整理も進めていく。【強化】 

・計画的な納付催告の実施、分納誓約者の支払い状況

を管理 

・納付が行われていない滞納者の生活実態を把握し、

生活を圧迫しない範囲で納付慫慂を行う。 

人権・男女共

同参画推進課 

住宅資金貸付金 

元利償還金収入 

・抵当権を設定している長期未納債権について、法的

措置の可能性について調査する。【新規】 

・全未納者について、引き続き文書催告、電話催告、

訪問催告を実施する。 

・全未納者について、徴収見込みのないものについて

は、債権管理条例に基づき債権放棄していく。 

・死亡している未納者について、相続人の所在調査を

行う。 

同和福祉援護資

金貸付金元利償

還金収入 

・抵当権を設定している長期未納債権について、法的

措置の可能性について調査する。【新規】 

・全未納者について、引き続き文書催告、電話催告、

訪問催告を実施する。 

・全未納者について、徴収見込みのないものについて

は、債権管理条例に基づき債権放棄していく。 

・死亡している未納者について、相続人の所在調査を

行う。 

企業立地推進

課 

事業所設置奨励

金返還金収入 

・債務者は破産手続中であり、破産管財人と情報の共有 

を図りながら適切に回収を進める。 

・破産手続終結の決定後、配当されなかった未回収の債 

権については、不納欠損処理を行う。 

卸売市場 
中央卸売市場使

用料 

・今後も引き続き、納付依頼を継続。 

・納付が見込めない債権については、市が預託を受けて

いる契約保証金を未納額へ充当した上で不納欠損処

理を行う。 
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【参考】第３期計画の取組結果 

ア 強制徴収公債権 
 

◆市税（収納課） 

取組内容 

・計画的な納付催告、納付相談の実施、滞納整理の進行管理の徹底 

・財産調査を強化し、滞納処分の執行及び停止について状況に応じた対応の早期

着手 

・県併任職員の指導による困難案件への着手・解決 

・口座振替の推進やコンビニ納付、スマホ決済、クレジット納付による納期内納

付の促進 

・eLTaxの利用の促進 

・納税通知書（市民税（普通徴収分）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税）の

レイアウトが全国で統一（eL-QRの印字）されたことに伴う使用可能なスマホ決

済アプリの増加や地方税共同機構が運営する地方税お支払いサイトを通じたク

レジット納付等の納付環境の拡充（令和 5年 4月～） 

実績 

年度 
現年度分収納率（％） 収入未済額（千円） 

目標値 実績 目標値 実績 

R2 99.85 98.71 480,000 744,320 

R3 99.30 99.32 575,000 579,587 

R4 99.35 99.26 516,000 608,737 

R5 99.40 99.17 460,000 611,282 

取組結果 

・令和５年度は令和２年度と比べ、現年度分収納率は 0.46％上昇の 99.17％で、 

 収入未済額は 133,038千円減少の 611,282千円となった。 

・令和５年度目標に対しては、現年度分収納率は未達成（△0.23％）、収入未済額

も未達成（＋151,282千円）であった。 

・目標に達していない要因としては、滞納者に対する財産調査や滞納整理が不十分 

 であったことが原因の一つと考える。  

・今後は、滞納の早い段階で財産調査を実施し、迅速に滞納整理を進めていく。 

 また、回収不能の債権については、十分に財産や生活状況を調査の上、執行停止

の判断を行い、適正に不納欠損処理を行っていく必要がある。 

◆国民健康保険料（保険年金課） 

取組内容 

・他保険加入者の発見に努め、早期に資格喪失届の提出を勧奨 

・居所不明者の実態把握及び居住確認調査の実施 

・適正賦課のための未申告者への申告勧奨の実施 

・分納管理の徹底 

・分納世帯及び短期被保険者証交付世帯の状況把握 

・コンビニ納付、スマホ決済、クレジット納付の周知・利用促進 
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実績 

年度 
現年度分収納率（％） 収入未済額（千円） 

目標値 実績 目標値 実績 

R2 98.75 93.22 1,061,000 1,085,935 

R3 94.22 93.01 928,000 997,007 

R4 94.72 93.32 752,000 963,252 

R5 95.22 93.24 573,000 932,795 

取組結果 

・令和５年度は令和２年度と比べ、現年度分収納率は 0.02％上昇の 93.24％で、 

 収入未済額は 153,140千円減少の 932,795千円となった。 

・令和５年度目標に対しては、現年度分収納率は未達成（△1.98％）、収入未済

額も未達成（＋359,795千円）であった。 

・目標に達していない要因としては、主に分納誓約により滞納保険料の縮減を図

ってきたことから、滞納処分の執行及び停止について、状況に応じた早期の対

応ができていなかったことがある。  

・今後は、滞納者の生活状況の把握や財産調査を迅速に行い、早期に滞納整理に 

 着手することにより、滞納保険料の縮減を図る必要がある。  

◆後期高齢者医療保険料（保険年金課） 

取組内容 

・口座振替の推進や文書勧奨による納期内納付の促進 

・計画的な納付催告・納付相談の実施、滞納整理の進行管理の徹底 

・財産調査を強化し、滞納処分の執行及び停止について状況に応じた対応の早期 

 着手 

実績 

年度 
現年度分収納率（％） 収入未済額（千円） 

目標値 実績 目標値 実績 

R2 99.70 99.69 18,541 15,219 

R3 99.71 99.66 15,000 16,040 

R4 99.72 99.67 14,000 16,313 

R5 99.73 99.75 13,000 16,102 

取組結果 

・令和５年度は令和２年度と比べ、現年度分収納率は 0.06％上昇の 99.75％で、 

 収入未済額は 883千円増加の 16,102千円となった。 

・令和５年度目標に対しては、現年度分収納率は達成（＋0.02％）、収入未済額 

 は未達成（＋3,102千円）であった。 

・収入未済額が目標に達していない要因としては、過年度分について分納誓約に 

 よる納付指導をしているが、計画的な納付が進んでいないことがある。 

また、令和２年度と比べて被保険者が増加（＋9.7％）しており、収納率は上昇

しているものの、収入未済額の減少につながっていないことも影響している。 

・今後は、滞納者への催告や納付指導を徹底する必要がある。 
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◆介護保険料（介護保険課） 

取組内容 

・督促、催告等の文書を中心とした納付指導の実施 

・65歳到達の初期未納者に対し、納付案内センターを活用した早期催告の実施 

・長期未納者への給付制限の周知および納付指導の強化 

・普通徴収対象者に対し、口座振替を推進すると共にコンビニ納付やスマホ決済の

納付方法の拡充を行い、納期内納付の促進 

実績 

年度 
現年度分収納率（％） 収入未済額（千円） 

目標値 実績 目標値 実績 

R2 99.98 99.39 34,000 48,325 

R3 99.50 99.47 41,000 41,961 

R4 99.60 99.38 35,000 45,291 

R5 99.70 99.56 31,000 37,874 

取組結果 

・令和５年度は令和２年度と比べ、現年度分収納率は 0.17％上昇の 99.56％で、 

 収入未済額は 10,451千円減少の 37,874千円となった。 

・令和５年度目標に対しては、現年度分収納率は未達成（△0.14％）、収入未済 

額も未達成（＋6,874千円）であった。 

・目標に達していない要因としては、滞納者への早期対応に不足がある。 

・今後は、滞納者への早期対応を強化する必要がある。 

◆保育料（保育幼稚園課） 

取組内容 

・現年度収納率の向上に向け、口座振替の推進（2ヶ月に 1度口座振替未登録者に 

 口座振替依頼書の送付）や滞納者への計画的納付催告・納付相談の実施及び連 

 帯債務通知・財産調査の早期着手 

・過年度収納率の向上に向け、児童手当からの特別徴収の申出による徴収の実施を

強化 

実績 

年度 
現年度分収納率（％） 収入未済額（千円） 

目標値 実績 目標値 実績 

R2 100.00 99.25 39,000 26,767 

R3 99.35 99.30 19,000 18,931 

R4 99.45 99.45 14,000 13,008 

R5 99.55 99.19 8,000 8,659 
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取組結果 

・令和５年度は令和２年度と比べ、現年度分収納率は 0.06％減少の 99.19％で、 

 収入未済額は 18,108千円減少の 8,659千円となった。 

・令和５年度目標に対しては、現年度分収納率は未達成（△0.36％）、収入未済額

も未達成（＋659千円）であった。 

・目標に達していない要因は、一部の滞納者の保育料の支払いに関して誓約を交わ

してはいるが毎月の支払いが滞り、児童手当でしか徴収ができなかったことが原

因の一つである。 

・今後は、口座振替の推進、滞納者に対する早期アプローチ、給与照会等財産調 

 査の強化をする必要がある。  

◆下水道使用料（下水道経営課） 

取組内容 

・計画的な納付相談の実施、滞納整理の進行管理の徹底 

・モバイル決済の拡充（au PAY 請求書払い、d 払い請求書払い、FamiPay 請求書 

 支払い及び楽天ペイ請求書払いの追加） 

・転居先不明の使用者については、住民票等により定期的に調査を行い、転居先 

 が判明した使用者に対しては、納付を促した。 

・時差出勤制度を活用した納付指導の実施 

実績 

年度 
現年度分収納率（％） 収入未済額（千円） 

目標値 実績 目標値 実績 

R2 99.24 99.22 25,300 27,278 

R3 99.23 99.26 25,900 26,568 

R4 99.24 99.26 26,200 25,496 

R5 99.25 99.30 25,900 24,901 

取組結果 

・令和５年度は令和２年度と比べ、現年度分収納率は 0.08%上昇の 99.30％で、収

入未済額は 2,377千円減少の 24,901千円となった。 

・令和５年度目標に対しては、現年度分収納率は達成（＋0.05％）、収入未済額 

 も達成（△999千円）であった。 

・今後も引き続き、時差出勤制度を活用した夜間訪問での納付のお願いや公用住民 

 票請求による転居先への指導等を積極的に取り組み、未収金の回収に努める。 

◆下水道事業受益者負担金（下水道整備課） 

取組内容 

・現年分について、督促納期後の未納者に対して電話による納付指導の実施 

・過年度分について、年 2回の一斉文書催告を送付するとともに、電話及び訪問に

よる納付指導の実施 

・送付先の変更がないかを調査し、転居していれば現住所を特定して再送付した。 

・納付をするため来庁された際や電話での問い合わせ時に、報奨金の活用を促し、

早期納付に繋げていった。 
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実績 

年度 
現年度分収納率（％） 収入未済額（千円） 

目標値 実績 目標値 実績 

R2 98.43 99.98 2,192 304 

R3 - 99.15 - 1,524 

R4 - 99.01 - 1,214 

R5 - 97.71 - 1,128 

取組結果 

・令和５年度は令和２年度と比べ、現年度分収納率は 2.27％下降の 97.71％で、 

 収入未済額は 824千円増加の 1,128千円となった。 

・令和５年度目標は未設定のため、現年度分収納率、収入未済額について、達成 

 率の比較をすることができないが、現年度分収納率は過去４年間の中で最も低 

 い数値となった。 

・令和２年度末に宇部・阿知須公共下水道組合が解散したことにより債権を引き継

いだため、収納率が低下している。 

・令和５年度は、高額滞納者が未済額の 37.6％を占めており、前年度と比べて収納

率が 1.3％下降している。 

・高額滞納者については、他課と連携して財産の差押え等を検討していくととも

に、今後は滞納者への早期訪問等を行い、少しずつでも納付できるよう働きかけ

ていく。 

◆代執行費用納付金収入（住宅政策課） 

取組内容 

・支払督促を行い納付を促した。 

・収納課と連携し、債権の徴収手法について検討 

・相続人調査等により債務者確知のための調査を実施 

実績 

年度 
現年度分収納率（％） 収入未済額（千円） 

目標値 実績 目標値 実績 

R2 - - - 6,595 

R3 - - 4,946 6,595 

R4 - - 3,313 6,595 

R5 - - 1,623 6,595 

取組結果 

・支払督促を行っても納付されないことから、令和５年度は収納課と連携し、債権

の徴収方法について協議したが、相続人等の債務者確知のための補充調査が必要

となったことから回収に至っていない。 

・今後は、補充調査を継続し、債務者を特定する必要がある。  
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イ 非強制徴収公債権 
 

◆扶助費返還金・戻入金収入（生活支援課） 

取組内容 

・担当ケースワーカーからの納付指導 

・督促状、催告書の発送 

・収入申告義務についての周知を実施 

・分納誓約や天引き手続きの実施 

・居住地の確認や法定相続人の調査等の実施 

実績 

年度 
現年度分収納率（％） 収入未済額（千円） 

目標値 実績 目標値 実績 

R2 75.00 47.97 100,000 205,127 

R3 73.00 63.88 200,000 204,005 

R4 74.00 65.29 192,000 185,461 

R5 75.00 72.64 181,000 156,789 

取組結果 

・令和５年度は令和２年度と比べ、現年度分収納率は 24.67％上昇の 72.64％で、 

 収入未済額は 48,338千円減少の 156,789千円となった。 

・令和５年度目標に対しては、現年度分収納率は未達成（△2.36％）、収入未済

額は達成（△24,211千円）であった。 

・現年度分収納率が目標に達していない要因としては、１件 100万円以上の債権 

 が未納となったため。 

・今後も、債権発生の主原因である不正受給を未然に防ぐため、収入申告義務の 

 周知を実施し、分納不履行者に対して、天引きを推し進める。 

◆児童扶養手当扶助費返還金収入（こども政策課） 

取組内容 

・返還金発生を未然に防ぐため、児童扶養手当の新規申請と現況届時に受給要件

を記載したチラシを交付し、受給要件の周知徹底 

・定期的な公的年金受給者照会による児童扶養手当の適正な支給額の早期把握 

・計画的な電話、文書、臨戸訪問による納付催告の実施、収納状況の確認の徹底 

・低所得のひとり親であるため資力が乏しく回収が困難である場合は、債権放棄

による債権の圧縮 

実績 

年度 
現年度分収納率（％） 収入未済額（千円） 

目標値 実績 目標値 実績 

R2 16.00 0.00 5,309 6,268 

R3 69.00 26.36 5,696 4,157 

R4 70.00 28.05 5,180 4,212 

R5 71.00 1.07 4,714 4,669 
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取組結果 

・令和５年度は令和２年度と比べ、現年度分収納率は 1.07％上昇し、1.07％とな 

 ったが、令和４年度の 28.05％からは下降した。 

・令和５年度は令和２年度と比べ、収入未済額は 1,599千円減少の 4,669千円と

なったものの、令和３年度に 4,157千円まで減少していたが増加となった。 

・令和５年度目標に対しては、現年度分収納率は未達成（△69.93％）であった 

 が、収入未済額は達成（△45千円）であった。 

・現年度分収納率が目標に達していない要因としては、債務者が低所得のひとり 

 親であるため資力が乏しく、回収が困難であることが多いため。 

・今後は、より計画的に電話、文書、臨戸訪問等を行い、納付の催告を行う必要 

 がある。また、回収が困難である場合は、債権放棄を含めた検討を行い債権の 

 圧縮を図る。  

◆農業集落排水使用料、生活排水使用料（農林整備課） 

取組内容 

・文書や電話、臨戸訪問による納付催告 

・滞納者個々の生活状況に応じた納付相談、指導 

・困難案件に関する収納課との対策協議による徴収強化や債権放棄の検討 

実績 

年度 
現年度分収納率（％） 収入未済額（千円） 

目標値 実績 目標値 実績 

R2 98.15 98.87 1,573 1,079 

R3 98.15 98.80 1,074 973 

R4 98.20 98.98 1,052 756 

R5 98.25 98.96 1,027 724 

取組結果 

・令和５年度は令和２年度と比べ、現年度分収納率は 0.09％上昇の 98.96％で、 

 収入未済額は 355千円減少の 724千円となった。 

・令和５年度目標に対しては、現年度分収納率は達成（＋0.71％）、収入未済額 

 は目標値達成（△303千円）であった。 

・今後も、現年度分は文書や電話、臨戸訪問による催告を早期に着手し、過年度 

 分は納付意識の向上に努め、個々の生活状況に応じた納付指導を実施する。 

◆一般被保険者返納金（保険年金課） 

取組内容 

・計画的な納付催告 

・他保険加入者の発見に努め、早期に資格喪失届の提出を勧奨 

・債務者によっては現加入保険者との調整による債権回収の徹底 

実績 

年度 
現年度分収納率（％） 収入未済額（千円） 

目標値 実績 目標値 実績 

R2 - 84.12 - 4,709 

R3 84.50 83.53 3,720 4,405 

R4 85.00 89.58 2,850 3,794 

R5 85.50 90.90 1,910 3,325 
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取組結果 

・令和５年度は令和２年度と比べ、現年度分収納率は 6.78％上昇の 90.90％で、 

 収入未済額は 1,384千円減少の 3,325千円となった。 

・令和５年度目標に対しては、現年度分収納率は達成（＋5.4％）、収入未済額は 

 未達成（＋1,415千円）であった。 

・収入未済額が目標に達していない要因としては、過年度分に高額滞納者がお

り、分割納付は履行されているが、計画目標どおりに収入未済額の減少が進ん

でないことがある。 

・今後とも、現年分の計画的な催告と併せ、過年分の滞納者の分割納付の履行の 

 徹底を図る。 

 

 

ウ 私債権 
 

◆住宅使用料（住宅政策課） 

取組内容 

・文書や電話、臨戸訪問による納付催告 

・滞納者個々の生活状況に応じた納付相談、指導 

・退去滞納者の実態調査 

実績 

年度 
現年度分収納率（％） 収入未済額（千円） 

目標値 実績 目標値 実績 

R2 99.50 98.87 41,000 47,390 

R3 99.07 98.88 46,000 45,704 

R4 99.27 98.37 42,000 48,496 

R5 99.48 97.56 36,000 46,943 

取組結果 

・令和５年度は令和２年度と比べ、現年度分収納率は 1.31％下降の 97.56％で、 

 収入未済額は 447千円減少の 46,943千円となった。 

・令和５年度目標に対しては、現年度分収納率は未達成（△1.92％）、収入未済 

 額も未達成（+10,943千円）であった。 

・現年度分収納率が目標に達していない要因としては、入居者又は連帯保証人と 

 連絡がつかないケースが多く、十分な納付指導が行えていなかったことが挙げ 

 られる。 

・収入未済額について目標達成には至っていないが、退去滞納者の実態調査の効 

 果が見られるため、取り組みを継続する。 

・今後は、引き続き滞納発生初期段階から電話及び訪問による納付指導を行うな 

 ど、滞納者に対する徴収強化を図り、必要に応じて連帯保証人への催告等の対 

 応を行う。  
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◆学校給食費（学校給食課） 

取組内容 

・定期的な実態把握と、それに基づく督促状・催告書の早期送付 

 （全校公会計化前） 

・申出による児童手当からの徴収 

・収納課との連携による法的措置等の実施 

・計画的な納付催告(電話、臨戸訪問)、納付相談の実施、滞納整理の進行管理の徹

底（全校公会計化後） 

実績 

年度 
現年度分収納率（％） 収入未済額（千円） 

目標値 実績 目標値 実績 

R2 100.00 99.87 373 1,233 

R3 99.88 99.92 1,109 791 

R4 99.89 99.35 1,266 4,475 

R5 99.90 99.38 1,265 4,872 

取組結果 

・令和５年度は令和２年度と比べ、現年度分収納率は 0.49％下降の 99.38％で、 

 収入未済額は 3,639千円増加の 4,872千円となった。 

・令和５年度目標に対しては、現年度分収納率は未達成（△0.52％）、収入未済 

 額も未達成（＋3,607千円）であった。 

・目標に達していない要因としては、令和４年度から市内全小中学校を公会計化し

たことに伴い、対象児童生徒数が倍増したことや各学校の取りまとめによる納付

方法から保護者が直接市に納付する方法に変更したことによる。 

・今後は、計画的な納付催告(電話、臨戸訪問)、納付相談の実施、滞納整理の進 

 行管理の徹底、児童手当からの徴収の周知を行うとともに、生活困窮者へ就学 

 援助制度の周知を行い、生活困窮者の滞納額の減少を図る必要がある。 

◆水道料金（水道局営業課） 

取組内容 

・計画的な納付相談の実施し、滞納整理の進行管理の徹底 

・モバイル決済の拡充（au PAY請求書払い、d払い請求書払い、FamiPay請求書支

払い及び楽天ペイ請求書払いの追加） 

・転居先不明の使用者については、住民票等により定期的に調査を行い、転居先が

判明した使用者に対しては、納付を促した。 

・時差出勤制度を活用した納付指導の実施 

実績 

年度 
現年度分収納率（％） 収入未済額（千円） 

目標値 実績 目標値 実績 

R2 99.44 99.40 28,100 33,850 

R3 99.41 99.43 30,400 31,900 

R4 99.42 99.39 31,100 29,887 

R5 99.43 99.48 30,900 24,595 
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取組結果 

・令和５年度は令和２年度と比べ、現年度分収納率は 0.08％上昇の 99.48％で、 

 収入未済額は 9,255千円減少の 24,595千円となった。 

・令和５年度目標に対しては、現年度分収納率は達成（＋0.05％）、収入未済額 

 も達成（△6,305千円）であった。 

・今後も引き続き、時差出勤制度を活用した夜間訪問での納付のお願いや公用住民

票請求による転居先への指導等を積極的に取り組み、未収金の回収に努める。 

◆災害援護資金貸付金元利償還金収入（地域福祉課） 

取組内容 

・計画的な納付催告の実施、分納誓約者の支払い状況を管理 

・納付が行われていない滞納者の生活実態を把握し、生活を圧迫しない範囲で納付

慫慂を行う。 

実績 

年度 
現年度分収納率（％） 収入未済額（千円） 

目標値 実績 目標値 実績 

R2 88.26 49.80 16,271 17,325 

R3 50.00 100.00 17,155 16,875 

R4 60.00 52.67 16,835 16,783 

R5 70.00 0.73 16,371 65,241 

取組結果 

・令和５年度は令和２年度と比べ、現年度分収納率は 49.07％下降の 0.73％で、収 

 入未済額は 47,916千円増加の 65,241千円となった。 

・令和５年度目標に対しては、現年度分収納率は未達成（△69.27％）、収入未済額 

 も未達成（＋48,870千円）であった。 

・目標に達していない要因としては、令和５年度中に全ての未調定債権の元金及び利

子を調定したことによるものである。 

・今後は、未収金を一本化したことにより、法的措置も含めて合理的に債権整理を 

 行っていく。 

◆住宅資金貸付金元利償還金収入（人権・男女共同参画推進課） 

取組内容 
・全未納者（借受人、連帯保証人）に対する文書催告、電話催告、訪問催告の実施 

・死亡している全未納者について、相続人の所在調査の実施 

実績 

年度 
現年度分収納率（％） 収入未済額（千円） 

目標値 実績 目標値 実績 

R2 59.70 61.93 316,000 298,416 

R3 - - 296,000 295,004 

R4 - - 293,000 292,524 

R5 - - 290,000 289,119 
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取組結果 

・令和５年度は令和２年度と比べ、収入未済額は 9,297千円減少の 289,119千円 

 となった。 

・令和５年度目標に対しては、収入未済額は達成（△881千円）であった。 

・未納者の高齢化により、生活困窮者の割合が多く、未納者の支払い能力に問題 

 がある。 

・今後も、未納者に対し、引き続き文書催告、電話催告、訪問催告を実施する必 

 要がある。 

◆同和福祉援護資金貸付金元利償還金収入（人権・男女共同参画推進課） 

取組内容 

・全未納者（借受人、連帯保証人）に対する文書催告、電話催告、訪問催告を実施 

・死亡している全未納者について、相続人の所在調査を実施 

・宇部市債権管理条例第 15条第 4項（徴収停止の措置をとった日から相当の期間

を経過した後においても、なお引き続き当該措置を継続しているとき）に該当す

る債権については、債権管理条例に基づき債権放棄を実施 

実績 

年度 
現年度分収納率（％） 収入未済額（千円） 

目標値 実績 目標値 実績 

R2 - - 189,000 179,327 

R3 - - 178,000 158,264 

R4 - - 176,000 157,069 

R5 -  174,000 154,697 

取組結果 

・令和５年度は令和２年度と比べ、収入未済額は 24,630千円減少の 154,697千円 

 となった。 

・令和５年度目標に対しては、収入未済額は達成（△19,303千円）であった。 

・未納者の高齢化により、生活困窮者の割合が多く、未納者の支払い能力に問題 

 がある。 

・今後も、未納者に対し、引き続き文書催告、電話催告、訪問催告を実施する必 

 要がある。 

 


